
八代市小規模工事等契約希望者登録要領 

 

（目的） 

第１条 この要領は、市が発注する小規模な建設工事及び施設の修繕等（以下「小規模工事等」とい

う。）について、市の競争入札参加資格審査申請が困難な市内に主たる事業所を置く小規模事業者

を登録し、これら登録された小規模事業者の積極的活用を図ることにより、当該小規模事業者の受

注機会を拡大するとともに、市内経済の活性化を図ることを目的とする。 

（契約の対象） 

第２条 小規模工事等の対象となる契約は、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認

められるものであって、契約金額が５０万円以下のものとする。 

（登録できる者） 

第３条 小規模事業者のうち、八代市小規模工事等契約希望者登録名簿（以下「登録名簿」という。）

に登録できる者は、市内に主たる事業所又は住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれか

に該当する者を除く。 

（１）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

（２）八代市競争入札参加資格審査申請要領（平成１８年１１月２７日総務部長専決）第３条第１項

第１号の規定に基づき、建設工事等の競争入札参加有資格者名簿に登録されている者 

（３）希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有しない者 

（４）市税を滞納している者 

（５）前各号に掲げるもののほか、公共発注の相手方として不適当と認められる者 

（登録申請書類） 

第４条 登録をしようとする者は、八代市小規模工事等契約希望者登録申請書（様式第１号）に次に

掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。 

（１）市税の納税証明書（申請日前１箇月以内に発行されたもの） 

（２）市税等滞納有無調査承諾書 

（３）登録をしようとする者が法人の場合は、商業登記簿謄本 

（４）登録をしようとする者が個人の場合は、運転免許証、健康保険証等の氏名及び住所が確認でき

る書類の写し。ただし、事業所の所在地が個人の住所と異なる場合は、さらに事業所の商号・

名称及び所在地が確認できる書類の写し 

（５）希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し 

（６）その他市長が必要と認める書類 

（登録の受付期間及び登録の有効期間） 

第５条 登録申請の受付期間は、当該登録の有効期間の開始日の属する年において、市長が別に定め

る。ただし、やむを得ない事由があるときは、受付期間以外の期間であっても登録の申請を受け付

けるものとする。 

２ 前項の登録の有効期間は３年間とする。ただし、前項ただし書の規定により受付期間以外の期間

に受け付けした者の登録の有効期間は、登録した日から受付期間における登録の有効期間が満了

する日までの期間とする。 

（登録名簿への登載） 

第６条 市長は、第４条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、適格と認めたと



きは登録名簿に登載するものとする。 

（登録事項の変更等） 

第７条 登録名簿に登載された者（以下「登録者」という。）は、登録した事項に変更があったとき、

事業を廃止したとき又は登録を辞退しようとするときは、遅滞なく八代市小規模工事等契約希望

者登録変更・廃止・辞退届（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

（登録の取消し） 

第８条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消すことができる。 

（１）市内に主たる事業所又は住所を有しなくなった場合 

（２）第３条各号のいずれかに該当することとなった場合 

（３）倒産し、又は破産した場合 

（４）受注に関し不正又は不誠実な行為があった場合 

（契約者の決定） 

第９条 市長は、登録名簿から選定した複数の登録者との見積競争により、最も低い価格の見積書を

提出した登録者と契約するものとする。 

第１０条 市長は、小規模工事等に関する契約に係る業者の選定に際しては、登録者に対し、積極的

に見積競争に参加する機会を与えるよう努めるものとする。ただし、競争入札参加有資格者名簿に

登録された者のうちから業者を選定することを妨げないものとする。 

附 則 

この要領は平成１７年８月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は平成２４年５月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２７日総務部長専決） 

この要領は平成２６年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は令和２年４月１日から施行する。 


